
事業所名：公益財団法人 秋田県学校給食会
〒010-0061
秋田市卸町一丁目２番２４号

連 絡 先： ＴＥＬ　０１８-８６４－３２０１
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   ※  次のいずれかに該当する方は、受験できません。

○ 成年被後見人又は被保佐人
○ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受
     けることがなくなるまでの者
○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
     した政府を暴力で破壊することを主張する政党、 その他の団体を結
     成し又はこれに加入 した者
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(2)採用予定
   年  月  日

 令和５年９月１日(金）

公益財団法人秋田県学校給食会　正職員　募集要項　

所 在 地：

募集職種、採用予定年月日、採用予定人員、職務内容及び受験資格

(1)募集職種  公益財団法人  秋田県学校給食会　  正職員

  ・試用期間７ケ月あり（令和５年９月１日から令和６年３月３１日）

(3)採用予定
　 人       員

    １　名

(4)職務内容 学校給食に係る業務全般
　 主に学校給食に係る事務的業務（総務・経理、普及・充実）のほか、必
要に応じて学校給食用物資に係る業務（受注・発注、仕分け・配送）等を
行います。

(5)受験資格  ・高卒以上から４０歳まで(キャリア形成のため）

　　　　　一次試験通過者及び通過できなかった者への通知　 　

 ・パソコン操作技能を有する者（Word、Excel等によるデータ処理）
 ・普通自動車免許所有者（ＡＴ車限定不可）及び２ｔトラック運転可能な者
 ・フォークリフト免許所有者尚可、及び免許取得見込のある者
 ・令和５年９月１日(金）より業務に従事可能な者

試験日、試験会場及び合格発表

(1)一次試験
　　　　　選考方法・・・・・事前送付された書類（作文）で選考
　　　　　合格発表・・・・・令和５年７月１１日（火）

　　　　　　　　　　　・・・・・合格発表当日、正午までに電話で連絡します。



　　　　　　　 　   　    　通知します。　不合格者には、合格発表当日、正午までに電

　　　   は卒業証書の写し、及び医療機関発行の健康診断書を提出
　　　　 してください。
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4 受験手続き

    　   ①  履歴書（写真貼付。志望動機を必ず記載のこと。）
    　   ②  作文
    　   ③  紹介状等（ハローワーク秋田の場合）

(2)提出先

　　　　　　　　　　　・・・・・合格者には、合格発表当日、正午までに電話及び文書で

(2)二次試験　　　　　　
　　　　　選考方法・・・・・筆記試験、面接試験
　　　　　試  験 日・・・・・令和５年７月２０日（木）
　　　　　試験日程・・・・・①受　　　付　 　８:４５～　９:１０
　　　　　　　　　　　　　　  ②筆記試験　 　９:３０～１０:３０
　　　　　                     ③面接試験　 １０:４５～
　　　　　試験会場・・・・・公益財団法人　秋田県学校給食会　３階　会議室
　　　　　合格発表・・・・・令和５年７月３１日（月）
　　　　　合格者及び不合格者への通知　 　

(2)二次試験

　　　　 　　　　　　　　   話で連絡します。

(3)最終合格者　　　　　　
　　　　　提出書類・・・・・採用当日までに、履歴書の内容を証明する卒業証明書又

試験の内容

(1)一次試験
　　　 　書類選考・・・・・作文　〔別添：補足説明書有り〕

　　　 　作文題・・・・・・・『自分で取り組んでみたい仕事について』
             　　　　      ※　市販の４００字詰め原稿用紙２枚以内にまとめたものを

　　　　　　　　　　 　受験申込時に併せて提出してください。

　　　①筆記試験（６０分）・・・・・・一般教養試験及び専門試験（学校給食・食品関係等）

  ※　筆記用具持参のこと。

　　　②面接試験（１人２０分程度）・・人物についての個人面接試験

(1)提出書類　       

       　〒０１０－００６１　
　        秋田市卸町一丁目２番２４号　　
　　　       公益財団法人  秋田県学校給食会
　　　                      常務理事兼事務局長　  村 上　幸 義　 宛

　　　ＴＥＬ　０１８-８６４-３２０１



だきますのでご了承願います。
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(1)勤務時間　　　　  （通常業務） ８時３０分～１７時１５分（休憩時間　60分）
　　　　　　   （配送業務） ６時００分～１４時４５分（休憩時間　60分）

※　基本的には、上記時間帯ですが、業務の都合により勤務時間

　が変更になったり、時間外勤務を行う場合もあります。

※　試用期間終了後は、公益財団法人秋田県学校給食会の正職員

   として採用になります。

(3)給与　　 　 ① 　試用期間（７ヶ月）：基本給150,000円＋時間外固定給17,000円
② 　試用期間終了後 ：高卒～基本給160,000円＋諸手当

 　　　　　         　　 ：大卒～基本給195,000円＋諸手当

   勘案して正式に給与を決定します。

    （通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等）
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　　　　　             履歴書等の提出書類については、返却しませんのでご了承願

※   当会において、責任を持ってシュレッダー処理します。

  　       郵送による場合は、上記４の（1）の提出書類一式を封筒に入れ、その表に

(3)提出方法
　         書類は、郵送又は持参により提出してください。

 　     朱書きで「職員採用試験申込み」と記入して、送付してください。

(4)受付期間
　        令和５年５月１日（月）から６月３０日（金）まで、郵送（当日消印有効）又は持
  　   参により提出してください。
　        持参する場合の受付時間は、８時３０分から１７時までとします。

　　               います。

  　  ※   申込者が一定の人数に達した場合、その時点で受付を締め切らせていた

(5)保険等    労災・雇用保険、健康保険、厚生年金

(6)諸手当    当会の規定により支給

その他

(2)職員の身分　 公益財団法人  秋田県学校給食会　 職員

※   試用期間終了後、当会の規定により、学歴・職歴・経験等を

(4)休日等　　     毎週土・日曜日、国民の祝日、年末・年始（年間１２５日）
   他に夏季休暇制度あり

勤務時間及び給与等



〔別添〕公益財団法人秋田県学校給食会　作文補足説明書

　秋田県学校給食会は、学校教育法に基づき学校教育活動の一環として、学校給食の円滑な実施及び

その充実に努め、児童生徒の心身の健全な発達に資するとともに、食育の推進を支援することにより、

県民の健全な食生活の実現に寄与することを目的としています。

　そのような中で、当会はいくつかの課題にも直面しています。

　本県の人口が毎年減少して、高齢化の一途をたどっており、毎年約３％近い児童生徒数が減少傾向

にあります。こうした社会的背景のもと、学校給食現場も大きく影響を受けており、将来的には当会

の運営そのものにも大きく左右してくることが考えられます。

　また、地球温暖化による異常気象やコロナ禍・ウクライナ情勢を反映して、食物の原材料不足や輸

送コストの高騰などが顕著になってきていることから、学校給食用物資の確保や値上げ対策でも大変

苦慮しているのが実情です。

　その他にも「食物アレルギーへの対応」「地産地消の取組みの推進」「食育の指導の充実」など、

多くの課題があげられます。

　以上のことを踏まえ、職員として採用された場合、これからの課題解決のために、どんな仕事に、

どのように取り組んでみたいのか、具体的に自分の考えを述べてください。

≪注記≫

※     市販の４００字詰め原稿用紙・・・・２枚以内とする。

※     受験手続の際、他の提出書類と一緒に提出してください。

〇文題：『 自分で取り組んでみたい仕事について 』

作文の「文題」について


